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   公有地の拡大の推進に関する法律 

                （昭和４７年６月１５日法律第６６号）  

 

              最終改正：平成２４年９月５日法律第７４号  

 

   第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この法律は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な

土地の先買いに関する制度の整備、地方公共団体に代わって土地の先行取得

を行なうこと等を目的とする土地開発公社の創設その他の措置を講ずること

により、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と

公共の福祉の増進に資することを目的とする。 

（用語の意義） 

第２条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

 (1) 公有地 地方公共団体の所有する土地をいう。 

 (2) 地方公共団体等 地方公共団体、土地開発公社及び政令で定める法人を

いう。 

 (3) 都市計画区域 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第２項

に規定する都市計画区域をいう。 

 (4) 都市計画施設 都市計画法第４条第６項に規定する都市計画施設をいう。 

（公有地の確保及びその有効利用） 

第３条 地方公共団体は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、良好な都市環

境の計画的な整備を促進するため、必要な土地を公有地として確保し、公有

地の有効かつ適切な利用を図るように努めなければならない。 

２ 土地開発公社は、その設立の目的に従い、農林漁業との健全な調和に配慮

しつつ公有地となるべき土地を確保し、これを適切に管理し、地方公共団体

の土地需要に対処しうるように努めなければならない。 

 

   第２章 都市計画区域内の土地等の先買い 
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（土地を譲渡しようとする場合の届出義務） 

第４条 次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を有償で譲り渡そうとする

ときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲

り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めると

ころにより、当該土地が町村の区域内に所在する場合にあっては当該町村の

長を経由して都道府県知事に、当該土地が市の区域内に所在する場合にあっ

ては当該市の長に届け出なければならない。 

 (1) 都市計画施設（土地区画整理事業（土地区画整理法（昭和２９年法律第

１１９号）による土地区画整理事業をいう。以下同じ。）で第３号に規定す

るもの以外のものを施行する土地に係るものを除く。）の区域内に所在する

土地 

 (2) 都市計画区域内に所在する土地で次に掲げるもの（次号に規定する土地

区画整理事業以外の土地区画整理事業を施行する土地の区域内に所在する

ものを除く。） 

  イ 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により道

路の区域として決定された区域内に所在する土地 

  ロ 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第３３条第１項又は第２項の

規定により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在す

る土地 

  ハ 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第５６条第１項の規定により河

川予定地として指定された土地 

  ニ イからハまでに掲げるもののほか、これらに準ずる土地として政令で

定める土地 

 (3) 都市計画法第１０条の２第１項第２号に掲げる土地区画整理促進区域内

の土地についての土地区画整理事業で、都府県知事が指定し、主務省令で

定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地 

 (4) 都市計画法第１２条第２項の規定により住宅街区整備事業の施行区域と

して定められた土地の区域内に所在する土地 

 (5) 都市計画法第８条第１項第１４号に掲げる生産緑地地区の区域内に所在

する土地 

 (6) 前各号に掲げる土地のほか、都市計画区域（都市計画法第７条第１項に

規定する市街化調整区域を除く。）内に所在する土地でその面積が２千平方
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メートルを下回らない範囲内で政令で定める規模以上のもの 

２ 前項の規定は、同項に規定する土地で次の各号のいずれかに該当するもの

を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。 

 (1) 国、地方公共団体等若しくは政令で定める法人に譲り渡されるものであ

るとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき。 

 (2) 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第４６条（同法第８３条に

おいて準用する場合を含む。）又は大都市地域における住宅及び住宅地の供

給の促進に関する特別措置法（昭和５０年法律第６７号）第８７条の規定

の適用を受けるものであるとき。 

 (3) 都市計画施設又は土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第３条各号

に掲げる施設に関する事業その他これらに準ずるものとして政令で定める

事業の用に供するために譲り渡されるものであるとき。 

 (4) 都市計画法第２９条第１項又は第２項の許可を受けた開発行為に係る開

発区域に含まれるものであるとき。 

 (5) 都市計画法第５２条の３第１項（第５７条の４において準用する場合を

含む。）の公告の日の翌日から起算して１０日を経過した後における当該公

告に係る市街地開発事業等予定区域若しくは同法第５７条の２に規定する

施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地の区域に含ま

れるものであるとき、同法第５７条第１項の公告の日の翌日から起算して

１０日を経過した後における当該公告に係る同法第５５条第１項に規定す

る事業予定地に含まれるものであるとき、又は同法第６６条の公告の日の

翌日から起算して１０日を経過した後における当該公告に係る都市計画事

業を施行する土地の区域に含まれるものであるとき。 

 (6) 前項の届出に係るものであって、第８条に規定する期間の経過した日の

翌日から起算して１年を経過する日までの間において当該届出をした者に

より有償で譲り渡されるものであるとき。 

 (7) 国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）第１２条第１項の規定によ

り指定された規制区域に含まれるものであるとき。 

 (8) 国土利用計画法第２７条の４第１項又は第２７条の７第１項に規定する

土地売買等の契約を締結する場合に第２７条の４第１項（第２７条の７第

１項において準用する場合を含む。次項において同じ。）の規定による届出

を要するものであるとき。 
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 (9) その面積が政令で定める規模未満のものその他政令で定める要件を満た

すものであるとき。 

３ 国土利用計画法第２７条の４第１項の規定による届出は、第６条、第７条、

第８条（同法第２７条の５第１項若しくは第２７条の８第１項の規定による

勧告又は同法第２７条の５第３項（同法第２７条の８第２項において準用す

る場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による通知を受けないで土

地を有償で譲り渡す場合を除く。）、第９条及び第３２条第３号（同法第２７

条の５第１項若しくは第２７条の８第１項の規定による勧告又は同法第２７

条の５第３項の規定による通知を受けないで土地を有償で譲り渡した者を除

く。）の規定の適用については、第１項の規定による届出とみなす。 

（地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出） 

第５条 前条第１項に規定する土地その他都市計画区域内に所在する土地（そ

の面積が政令で定める規模以上のものに限る。）を所有する者は、当該土地の

地方公共団体等による買取りを希望するときは、同項の規定に準じ主務省令

で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在する場合にあっては

当該町村の長を経由して都道府県知事に対し、当該土地が市の区域内に所在

する場合にあっては当該市の長に対し、その旨を申し出ることができる。 

２ 前項の申出があった場合においては、前条第１項の規定は、当該申出に係

る同項に規定する土地につき、第８条に規定する期間の経過した日の翌日か

ら起算して１年を経過する日までの間、当該申出をした者については、適用

しない。 

（土地の買取りの協議） 

第６条 都道府県知事又は市長は、第４条第１項の届出又は前条第１項の申出

（以下「届出等」という。）があった場合においては、当該届出等に係る土地

の買取りを希望する地方公共団体等のうちから買取りの協議を行う地方公共

団体等を定め、買取りの目的を示して、当該地方公共団体等が買取りの協議

を行う旨を当該届出等をした者に通知するものとする。 

２ 前項の通知は、届出等のあった日から起算して３週間以内に、これを行な

うものとする。 

３ 都道府県知事又は市長は、第１項の場合において、当該届出等に係る土地

の買取りを希望する地方公共団体等がないときは、当該届出等をした者に対

し、直ちにその旨を通知しなければならない。 
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４ 第１項の通知を受けた者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る土地

の買取りの協議を行なうことを拒んではならない。 

５ 第１項の通知については、行政手続法（平成５年法律第８８号）第３章の

規定は、適用しない。 

（土地の買取価格） 

第７条 地方公共団体等は、届出等に係る土地を買い取る場合には、地価公示

法（昭和４４年法律第４９号）第６条の規定による公示価格を規準として算

定した価格（当該土地が同法第２条第１項の公示区域以外の区域内に所在す

るときは、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した当該土地の相当な価格）

をもってその価格としなければならない。 

（土地の譲渡の制限） 

第８条 第４条第１項又は第５条第１項に規定する土地に係る届出等をした者

は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時までの

間、当該届出等に係る土地を当該地方公共団体等以外の者に譲り渡してはな

らない。 

 (1) 第６条第１項の通知があった場合 当該通知があった日から起算して３

週間を経過する日（その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが

明らかになったときは、その時） 

 (2) 第６条第３項の通知があった場合 当該通知があった時 

 (3) 第６条第２項に規定する期間内に同条第１項又は第３項の通知がなかっ

た場合 当該届出等をした日から起算して３週間を経過する日 

（先買いに係る土地の管理） 

第９条 第６条第１項の手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又は

これらの事業（第４号に掲げる事業を除く。）に係る代替地の用に供されなけ

ればならない。 

 (1) 都市計画法第４条第５項に規定する都市施設に関する事業 

 (2) 土地収用法第３条各号に掲げる施設に関する事業 

 (3) 前２号に掲げる事業に準ずるものとして政令で定める事業 

 (4) 第６条第１項の手続により買い取られた日から起算して１０年を経過し

た土地であって、都市計画の変更、同項の買取りの目的とした事業の廃止

又は変更その他の事由によって、将来にわたり前３号に掲げる事業又はこ

れらの事業に係る代替地の用に供される見込みがないと認められるものに
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あっては、前３号に掲げるもののほか、次に掲げる事業 

  イ 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第４６条第１項に規

定する都市再生整備計画に記載された同条第２項第２号又は第３号の事

業 

  ロ 地域再生法（平成１７年法律第２４号）第７条第１項に規定する認定

地域再生計画に記載された同法第５条第２項第２号の事業（同条第４項

第１号又は第３号イ若しくはロの事業に限る。） 

  ハ イ又はロに掲げるもののほか、都市の健全な発展と秩序ある整備に資

するものとして政令で定める事業 

２ 地方公共団体等は、第６条第１項の手続により買い取った土地をこの法律

の目的に従って適切に管理しなければならない。 

 

   第３章 土地開発公社 

 

（設立） 

第１０条 地方公共団体は、地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地と

なるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単独で、又

は他の地方公共団体と共同して、土地開発公社を設立することができる。 

２ 地方公共団体は、土地開発公社を設立しようとするときは、その議会の議

決を経て定款を定め、都道府県（都道府県の加入する一部事務組合又は広域

連合を含む。以下この項において同じ。）又は都道府県及び市町村が設立しよ

うとする場合にあっては主務大臣、その他の場合にあっては都道府県知事の

認可を受けなければならない。 

（法人格） 

第１１条 前条の規定による土地開発公社は、法人とする。 

（名称） 

第１２条 土地開発公社は、その名称中に土地開発公社という文字を用いなけ

ればならない。 

２ 土地開発公社でない者は、その名称中に土地開発公社という文字を用いて

はならない。 

（出資） 

第１３条 地方公共団体でなければ、土地開発公社に出資することができない。 
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２ 土地開発公社の設立者である地方公共団体（以下「設立団体」という。）は、

土地開発公社の基本財産の額の２分の１以上に相当する資金その他の財産を

出資しなければならない。 

（定款） 

第１４条 土地開発公社の定款には、次に掲げる事項を規定しなければならな

い。 

 (1) 目的 

 (2) 名称 

 (3) 設立団体 

 (4) 事務所の所在地 

 (5) 役員の定数、任期その他役員に関する事項 

 (6) 業務の範囲及びその執行に関する事項 

 (7) 基本財産の額その他資産及び会計に関する事項 

 (8) 公告の方法 

 (9) 解散に伴う残余財産の帰属に関する事項 

２ 定款の変更（政令で定める事項に係るものを除く。）は、設立団体の議会の

議決を経て第１０条第２項の規定の例により主務大臣又は都道府県知事の認

可を受けなければ、その効力を生じない。 

（登記） 

第１５条 土地開発公社は、政令で定めるところにより、登記しなければなら

ない。 

２ 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、

これをもって第３者に対抗することができない。 

３ 土地開発公社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をするこ

とによって成立する。 

（役員及び職員） 

第１６条 土地開発公社に、役員として、理事及び監事を置く。 

２ 理事及び監事は、設立団体の長が任命する。 

３ 設立団体の長は、役員が心身の故障のため職務の執行に堪えないと認めら

れる場合又は役員に職務上の義務違反その他役員たるに適しない非行がある

と認める場合には、その役員を解任することができる。 

４ 理事が数人ある場合において、定款に別段の定めがないときは、土地開発
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公社の事務は、理事の過半数で決する。 

５ 理事は、土地開発公社のすべての事務について、土地開発公社を代表する。

ただし、定款の規定に反することはできない。 

６ 理事の代表権に加えた制限は、善意の第３者に対抗することができない。 

７ 理事は、定款によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を

他人に委任することができる。 

８ 監事の職務は、次のとおりとする。 

 (1) 土地開発公社の財産の状況を監査すること。 

 (2) 理事の業務の執行の状況を監査すること。 

 (3) 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は

著しく不当な事項があると認めるときは、土地開発公社の業務を監督する

主務大臣又は都道府県知事に報告をすること。 

９ 土地開発公社と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権

を有しない。この場合には、監事が土地開発公社を代表する。 

１０ 土地開発公社の役員及び職員は、刑法（明治４０年法律第４５号）その

他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

（業務の範囲） 

第１７条 土地開発公社は、第１０条第１項の目的を達成するため、次に掲げ

る業務の全部又は一部を行うものとする。 

 (1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。 

  イ 第４条第１項又は第５条第１項に規定する土地 

  ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地 

  ハ 公営企業の用に供する土地 

  ニ 都市計画法第４条第７項に規定する市街地開発事業その他政令で定め

る事業の用に供する土地 

  ホ イからニまでに掲げるもののほか、地域の秩序ある整備を図るために

必要な土地として政令で定める土地 

 (2) 住宅用地の造成事業その他土地の造成に係る公営企業に相当する事業で

政令で定めるものを行うこと。 

 (3) 前２号の業務に附帯する業務を行うこと。 

２ 土地開発公社は、前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内

において、次に掲げる業務を行なうことができる。 
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 (1) 前項第１号の土地の造成（一団の土地に係るものに限る。）又は同項第２

号の事業の実施とあわせて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で

地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行なうこ

と。 

 (2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっ

せん、調査、測量その他これらに類する業務を行なうこと。 

３ 土地開発公社は、第１項第１号ニに掲げる土地の取得については、地方公

共団体の要請をまって行うものとする。 

４ 土地開発公社は、その所有する土地を第１項第１号ニに掲げる土地として

処分しようとするときは、関係地方公共団体に協議しなければならない。た

だし、前項の要請に従って処分する場合は、この限りでない。 

５ 第３項の要請及び前項の協議に関し必要な事項は、政令で定める。 

（財務） 

第１８条 土地開発公社の事業年度は、地方公共団体の会計年度の例による。 

２ 土地開発公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当

該事業年度の開始前に、設立団体の長の承認を受けなければならない。これ

を変更しようとするときも、同様とする。 

３ 土地開発公社は、毎事業年度の終了後２箇月以内に、財産目録、貸借対照

表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の意見を付けて、これを設立

団体の長に提出しなければならない。 

４ 土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年

度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準

備金として整理しなければならない。 

５ 土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規

定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、

繰越欠損金として整理しなければならない。 

６ 土地開発公社は、債券を発行することができる。 

７ 土地開発公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはなら

ない。 

 (1) 国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券の取得 

 (2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金 

８ 前各項に定めるもののほか、土地開発公社の財務及び会計に関し必要な事
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項は、主務省令で定める。 

（監督） 

第１９条 設立団体の長は、土地開発公社の業務の健全な運営を確保するため

必要があると認めるときは、土地開発公社に対し、その業務に関し必要な命

令をすることができる。 

２ 主務大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、土地開発公社

に対し、その業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員をして土

地開発公社の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必

要な物件を検査させることができる。 

３ 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す

証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 

４ 第２項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解してはならない。 

５ 主務大臣又は都道府県知事は、土地開発公社の業務の健全な運営を確保す

るため必要があると認めるときは、設立団体又はその長に対し、第１項の規

定による命令その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 

（役員及び職員の行為の制限） 

第２０条 土地開発公社の役員及び職員は、その取扱いに係る土地を譲り受け、

又は自己の所有物と交換することができない。 

２ 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 

（設立団体が２以上である場合の長の権限の行使） 

第２１条 設立団体が２以上である土地開発公社に係る第１６条第２項及び第

３項、第１８条第２項並びに第１９条第１項に規定する権限の行使について

は、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。 

（解散） 

第２２条 土地開発公社は、設立団体がその議会の議決を経て第１０条第２項

の規定の例により主務大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに、解散す

る。 

２ 土地開発公社は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財

産があるときは、土地開発公社に出資した者に対し、これを定款の定めると

ころにより分配しなければならない。 

（清算中の土地開発公社の能力） 
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第２２条の２ 解散した土地開発公社は、清算の目的の範囲内において、その

清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。 

（清算人） 

第２２条の３ 土地開発公社が解散したときは、理事がその清算人となる。た

だし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 

（裁判所による清算人の選任） 

第２２条の４ 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠

けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは

検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 

（清算人の解任） 

第２２条の５ 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察

官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。 

（清算人の届出） 

第２２条の６ 清算人は、その氏名及び住所を土地開発公社の業務を監督する

主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 

（清算人の職務及び権限） 

第２２条の７ 清算人の職務は、次のとおりとする。 

 (1) 現務の結了 

 (2) 債権の取立て及び債務の弁済 

 (3) 残余財産の引渡し 

２ 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をするこ

とができる。 

（債権の申出の催告等） 

第２２条の８ 清算人は、その就職の日から２箇月以内に、少なくとも３回の

公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の

催告をしなければならない。この場合において、その期間は、２箇月を下る

ことができない。 

２ 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥

されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債

権者を除斥することができない。 

３ 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければな

らない。 
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４ 第１項の公告は、官報に掲載してする。 

（期間経過後の債権の申出） 

第２２条の９ 前条第１項の期間の経過後に申出をした債権者は、土地開発公

社の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産

に対してのみ、請求をすることができる。 

（裁判所による監督） 

第２２条の１０ 土地開発公社の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 

２ 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 

（清算結了の届出） 

第２２条の１１ 清算が結了したときは、清算人は、その旨を土地開発公社の

業務を監督する主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 

（解散及び清算の監督等に関する事件の管轄） 

第２２条の１２ 土地開発公社の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事

件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

（不服申立ての制限） 

第２２条の１３ 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることがで

きない。 

（裁判所の選任する清算人の報酬） 

第２２条の１４ 裁判所は、第２２条の４の規定により清算人を選任した場合

には、土地開発公社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることがで

きる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かな

ければならない。 

（検査役の選任） 

第２２条の１５ 裁判所は、土地開発公社の解散及び清算の監督に必要な調査

をさせるため、検査役を選任することができる。 

２ 前２条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合につい

て準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「土

地開発公社及び検査役」と読み替えるものとする。 

（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の準用） 

第２３条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第

４８号）第４条及び第７８条の規定は、土地開発公社について準用する。 

２ 不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）及び政令で定めるその他の法
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令については、政令で定めるところにより、土地開発公社を地方公共団体と

みなしてこれらの法令を準用する。 

 

   第４章 補則 

 

（国の援助） 

第２４条 国は、公有地の拡大を促進するため、地方公共団体による土地の取

得が円滑に行なわれるように必要な資金の確保その他の援助に努めるものと

する。 

（土地開発公社に対する債務保証） 

第２５条 地方公共団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律

（昭和２１年法律第２４号）第３条の規定にかかわらず、土地開発公社の債

務について保証契約をすることができる。 

（土地開発公社に対する便宜の供与等） 

第２６条 地方公共団体の長その他の執行機関は、土地開発公社の運営に必要

な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で土地開

発公社の利用に供することができる。 

２ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９２条の２、第１４２条（第

１６６条第２項において準用する場合を含む。）及び第１８０条の５第６項の

規定は、地方公共団体の職員が土地開発公社の役員となる場合における当該

地方公共団体の職員については、適用しない。 

（不動産取得税の特例） 

第２７条 都道府県は、土地開発公社がその設立の際出資の目的として不動産

を取得した場合における当該不動産の取得については、不動産取得税を課す

ることができない。 

（主務大臣） 

第２８条 この法律において、主務大臣は総務大臣及び国土交通大臣とし、主

務省令は総務省令・国土交通省令とする。 

（権限の委任） 

第２８条の２ この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるとこ

ろにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することがで

きる。 
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（大都市の特例） 

第２９条 地方自治法第２５２条の１９第１項の指定都市に対する第３章の規

定の適用については、政令で定める。 

（事務の区分） 

第２９条の２ 第４条第１項及び第５条第１項の規定により町村が処理するこ

ととされている事務は、地方自治法第２条第９項第２号に規定する第２号法

定受託事務とする。 

（政令への委任） 

第３０条 この法律に定めるもののほか、第２章及び第３章の規定の適用その

他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

 

   第５章 罰則 

 

第３１条 第１９条第２項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、

又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その

違反行為をした土地開発公社の役員、清算人又は職員は、３０万円以下の罰

金に処する。 

２ 土地開発公社の役員、清算人又は職員がその土地開発公社の業務に関して

前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その土地開発公社に対

して同項の刑を科する。 

第３２条 次の各号のいずれかに該当する者は、５０万円以下の過料に処する。 

 (1) 第４条第１項の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡し

た者 

 (2) 第４条第１項に規定する届出について、虚偽の届出をした者 

 (3) 第８条の規定に違反して、同条に規定する期間内に土地を譲り渡した者 

第３３条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした土地

開発公社の役員又は清算人は、２０万円以下の過料に処する。 

 (1) 定款に規定する業務以外の業務を行ったとき。 

 (2) 第１５条第１項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。 

 (3) 第１８条第２項の規定に違反して、設立団体の長の承認を受けなかった

とき。 

 (4) 第１８条第３項の規定に違反して、同項に規定する書類を提出すること
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を怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の

記載をしてこれを提出したとき。 

 (5) 第１８条第４項、第５項又は第７項の規定に違反したとき。 

 (6) 第１９条第１項の規定による命令に違反したとき。 

 (7) 第２２条第２項の規定に違反して、残余財産を分配したとき。 

 (8) 第２２条の８第１項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽

の公告をしたとき。 

 (9) 第２２条の８第１項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。 

第３４条 第１２条第２項の規定に違反した者は、１０万円以下の過料に処す

る。 

 

 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月をこえない範囲内において政

令で定める日から施行する。 

（公益法人の土地開発公社への組織変更） 

第２条 民法第３４条の規定により設立された法人のうち、地方公共団体が基

本財産たる財産の全部又は一部を拠出しているもので第１７条に規定する業

務に相当する業務を行なうことを目的とするもの（以下この条において「公

益法人」という。）は、この法律の施行後２年内に限り、その組織を変更して

土地開発公社となることができる。ただし、当該公益法人が社団法人である

ときは、総社員の同意がある場合に限る。 

２ 前項の規定により公益法人がその組織を変更して土地開発公社となるには、

設立団体となるべき地方公共団体の議会の議決を経て、その公益法人の定款

又は寄附行為で定めるところにより、組織変更のために必要な定款又は寄附

行為の変更をし、第１０条第２項の規定の例により、主務大臣又は都道府県

知事の認可を受けなければならない。 

３ 第１項の規定による土地開発公社への組織変更は、政令で定めるところに

より、当該土地開発公社の主たる事務所の所在地において登記することによ

って効力を生ずる。 

４ 公益法人が第１項の規定により事業年度の中途において土地開発公社に組
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織変更した場合における法人税法（昭和４０年法律第３４号）の規定及び地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）中法人の事業税に関する規定の適用に

ついては、当該事業年度の開始の日から組織変更の日までの期間及び組織変

更の日の翌日から当該事業年度の末日までの期間をそれぞれ１事業年度とみ

なす。 

５ 公益法人が第１項の規定により土地開発公社に組織変更した場合において、

当該組織変更に伴い、当該公益法人を債務者とする担保権についてする債務

者の表示の変更の登記又は登録については、政令で定めるところにより、登

録免許税を課さない。 

６ 第１７条に規定する業務に相当する業務に該当しない業務を行なうことを

も目的とする公益法人が第１項の規定により土地開発公社に組織変更した場

合において、当該業務に係る不動産に関する権利で政令で定めるものについ

て、地方公共団体が設立した法人で同条に規定する業務に相当する業務に該

当しない業務を行なうものが受ける権利の移転の登記及び政令で定める債務

を地方公共団体又は当該法人が引き受けたことによる担保権の変更の登記に

ついては、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。 

（名称の使用制限に関する経過措置） 

第３条 この法律の施行の際現にその名称中に土地開発公社という文字を使用

している者については、第１２条第２項の規定は、この法律の施行後２年間

は、適用しない。 

（第１７条第１項第１号ニに掲げる土地の取得を行う土地開発公社） 

第４条 第１７条第１項第１号ニに掲げる土地の取得は、当分の間、都道府県

が設立する土地開発公社及び主務大臣が指定する地方公共団体が設立する土

地開発公社に限り行うことができる。 

   附 則 （昭和４７年６月２２日法律第８６号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して６月をこえない範囲内において政令で

定める日から施行する。 

   附 則 （昭和４８年８月３０日法律第７１号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、昭和４８年９月１日から施行する。ただし、第２条の改

正規定、第２章の章名の改正規定、第４条から第９条までの改正規定並びに
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次条、附則第４条、附則第６条及び附則第７条の規定は、公布の日から起算

して６月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（土地の買取りの協議等に関する経過措置） 

第２条 改正後の公有地の拡大の推進に関する法律第６条、第８条及び第９条

の規定は、前条ただし書の政令で定める日以後に同法第４条第１項の届出又

は同法第５条第１項の申出があった場合について適用し、同日前に改正前の

公有地の拡大の推進に関する法律第４条第１項の届出又は同法第５条第１項

の申出があった場合については、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第３条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。 

   附 則 （昭和４９年６月１日法律第６７号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して１年をこえない範囲内において政令で

定める日から施行する。 

   附 則 （昭和４９年６月１日法律第６８号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。 

   附 則 （昭和４９年６月２５日法律第９２号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政

令で定める日から施行する。 

   附 則 （昭和５０年７月１６日法律第６７号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政

令で定める日から施行する。 

   附 則 （昭和５１年５月２５日法律第２８号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。 

   附 則 （昭和６２年６月２日法律第４７号） 抄 
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（施行期日等） 

１ この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、第２３条及び第２４条の

改正規定、第２７条の次に４条を加える改正規定（第２７条の５に係る部分

に限る。）、第４８条の改正規定並びに次項及び附則第５項の規定は、公布の

日から施行する。 

   附 則 （昭和６３年５月１７日法律第４１号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、昭和６３年９月１日から施行する。 

（罰則に関する経過措置） 

第２条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。 

   附 則 （平成元年１２月２２日法律第８５号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。 

   附 則 （平成２年６月２９日法律第６２号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。 

   附 則 （平成３年４月２６日法律第３９号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政

令で定める日から施行する。 

   附 則 （平成４年４月２４日法律第３１号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。 

   附 則 （平成５年１１月１２日法律第８９号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、行政手続法（平成５年法律第８８号）の施行の日から施

行する。 
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（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） 

第２条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し

行政手続法第１３条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意

見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがさ

れた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関し

ては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 

（罰則に関する経過措置） 

第１３条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお

従前の例による。 

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） 

第１４条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは

聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法

律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 

（政令への委任） 

第１５条 附則第２条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関

して必要な経過措置は、政令で定める。 

   附 則 （平成６年６月２９日法律第４９号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律中、第１章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する

法律（平成６年法律第４８号）中地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２編第１２章の改正規定の施行の日から、第２章の規定は地方自治法の一部

を改正する法律中地方自治法第３編第３章の改正規定の施行の日から施行す

る。 

   附 則 （平成１０年６月２日法律第８６号） 抄 

（施行期日等） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政

令で定める日から施行する。 

   附 則 （平成１１年７月１６日法律第８７号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成１２年４月１日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
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 (1) 第１条中地方自治法第２５０条の次に５条、節名並びに２款及び款名を

加える改正規定（同法第２５０条の９第１項に係る部分（両議院の同意を

得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第４０条中自然公園法附則第９項

及び第１０項の改正規定（同法附則第１０項に係る部分に限る。）、第

２４４条の規定（農業改良助長法第１４条の３の改正規定に係る部分を除

く。）並びに第４７２条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第６条、

第８条及び第１７条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第７条、第

１０条、第１２条、第５９条ただし書、第６０条第４項及び第５項、第

７３条、第７７条、第１５７条第４項から第６項まで、第１６０条、第

１６３条、第１６４条並びに第２０２条の規定 公布の日 

（国等の事務） 

第１５９条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、

この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政

令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附

則第１６１条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地

方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務とし

て処理するものとする。 

（処分、申請等に関する経過措置） 

第１６０条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定については、当該各規定。

以下この条及び附則第１６３条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれ

の法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において

「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの

法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条におい

て「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為

に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第２条から前

条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経

過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における

改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当

規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 

２ この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共

団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項

で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この
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法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後

のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対し

て報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手

続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律

の規定を適用する。 

（不服申立てに関する経過措置） 

第１６１条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をし

た行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審

査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）が

あったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後におい

ても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審

査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみな

される行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 

２ 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機

関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとさ

れる事務は、新地方自治法第２条第９項第１号に規定する第１号法定受託事

務とする。 

（手数料に関する経過措置） 

第１６２条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これ

に基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、

この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の

例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第１６３条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、な

お従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第１６４条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経

過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

２ 附則第１８条、第５１条及び第１８４条の規定の適用に関して必要な事項

は、政令で定める。 

（検討） 

第２５０条 新地方自治法第２条第９項第１号に規定する第１号法定受託事務
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については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地

方自治法別表第１に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものに

ついては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを

行うものとする。 

第２５１条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行

できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保

の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づい

て必要な措置を講ずるものとする。 

第２５２条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事

務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便

性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認め

るときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

   附 則 （平成１１年１２月２２日法律第１６０号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成１３年１月６日から施

行する。 

   附 則 （平成１２年５月１９日法律第７３号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政

令で定める日から施行する。 

   附 則 （平成１４年６月１２日法律第６５号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成１５年１月６日から施行する。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第８４条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以

下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお

従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対

する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第８５条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過

措置は、政令で定める。 

（検討） 
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第８６条 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において新社債等振

替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債

等振替法第２条第１１項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第２条

第２９項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと

する。 

   附 則 （平成１５年５月３０日法律第５４号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成１６年４月１日から施行する。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第３８条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお

従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第３９条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過

措置は、政令で定める。 

（検討） 

第４０条 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律

による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律

による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、

その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

   附 則 （平成１６年５月２８日法律第６１号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 （平成１６年６月２日法律第６６号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成１７年４月１日から施行する。 

（罰則に関する経過措置） 

第２８条 この法律（附則第１条ただし書に規定する規定については、当該規

定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定に

よりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお

従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対

する罰則の適用については、なお従前の例による。 
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（政令への委任） 

第２９条 附則第２条から第１３条まで、第１６条、第１９条、第２０条、第

２２条、第２６条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要

な経過措置は、政令で定める。 

   附 則 （平成１６年６月１８日法律第１０９号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政

令で定める日から施行する。 

   附 則 （平成１６年６月１８日法律第１２４号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律の施行の日後である場合には、第５２条のうち商業登記法第１１４条の３

及び第１１７条から第１１９条までの改正規定中「第１１４条の３」とある

のは、「第１１４条の４」とする。 

   附 則 （平成１７年７月２６日法律第８７号） 抄 

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。 

   附 則 （平成１７年１０月２１日法律第１０２号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。 

（罰則に関する経過措置） 

第１１７条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の

例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律

の施行後附則第９条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる

旧郵便為替法第３８条の８（第２号及び第３号に係る部分に限る。）の規定の

失効前にした行為、この法律の施行後附則第１３条第１項の規定によりなお

その効力を有するものとされる旧郵便振替法第７０条（第２号及び第３号に

係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第２７

条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金

寄附委託法第８条（第２号に係る部分に限る。）の規定の失効前にした行為、

この法律の施行後附則第３９条第２項の規定によりなおその効力を有するも
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のとされる旧公社法第７０条（第２号に係る部分に限る。）の規定の失効前に

した行為、この法律の施行後附則第４２条第１項の規定によりなおその効力

を有するものとされる旧公社法第７１条及び第７２条（第１５号に係る部分

に限る。）の規定の失効前にした行為並びに附則第２条第２項の規定の適用が

ある場合における郵政民営化法第１０４条に規定する郵便貯金銀行に係る特

定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

   附 則 （平成１８年５月３１日法律第６４号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内におい

て政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

 (2) 第１条中都市計画法第１２条第４項及び第２１条の２第２項の改正規定、

第２条中建築基準法第６０条の２第３項及び第１０１条第２項の改正規定、

第４条、第５条、第７条中都市再生特別措置法第３７条第１項第２号の改

正規定並びに第８条並びに附則第６条、第７条及び第９条から第１１条ま

での規定 公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定

める日 

（公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

第７条 附則第１条第２号に掲げる規定の施行の際現に第５条の規定による改

正前の公有地の拡大の推進に関する法律第４条第１項第３号の規定により、

都府県知事が指定し、及び公告している土地区画整理事業で都市計画法第

１０条の２第１項第２号に掲げる土地区画整理促進区域内の土地についての

ものは、第５条の規定による改正後の公有地の拡大の推進に関する法律第４

条第１項第３号の規定により都府県知事が指定し、及び公告した土地区画整

理事業とみなす。 

２ 附則第１条第２号に掲げる規定の施行前に第５条の規定による改正前の公

有地の拡大の推進に関する法律第４条第１項の規定によりされた届出に係る

土地（第５条の規定による改正後の公有地の拡大の推進に関する法律第４条

第１項各号のいずれかに該当する土地を除く。）の買取りの協議、買取価格及

び譲渡の制限については、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第１０条 この法律（附則第１条第２号及び第３号に掲げる規定については、
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当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規

定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後に

した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第１１条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過

措置は、政令で定める。 

（検討） 

第１２条 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、新都市計

画法、新建築基準法、新駐車場法及び第６条の規定による改正後の都市緑地

法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、そ

の結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

   附 則 （平成１８年６月２日法律第５０号） 抄 

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 

   附 則 （平成１８年６月７日法律第５３号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第１９５条第２項、第１９６条第１項及び第２項、第１９９条の３第１

項及び第４項、第２５２条の１７、第２５２条の２２第１項並びに第

２５２条の２３の改正規定並びに附則第４条、第６条、第８条から第１０

条まで及び第５０条の規定 公布の日 

 (2) 第９６条第１項の改正規定、第１００条の次に１条を加える改正規定並

びに第１０１条、第１０２条第４項及び第５項、第１０９条、第１０９条

の２、第１１０条、第１２１条、第１２３条、第１３０条第３項、第

１３８条、第１７９条第１項、第２０７条、第２２５条、第２３１条の２、

第２３４条第３項及び第５項、第２３７条第３項、第２３８条第１項、第

２３８条の２第２項、第２３８条の４、第２３８条の５、第２６３条の３

並びに第３１４条第１項の改正規定並びに附則第２２条及び第３２条の規

定、附則第３７条中地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３

条第３項の改正規定、附則第４７条中旧市町村の合併の特例に関する法律

（昭和４０年法律第６号）附則第２条第６項の規定によりなおその効力を

有するものとされる同法第５条の２９の改正規定並びに附則第５１条中市
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町村の合併の特例等に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４７条の

改正規定 公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定

める日 

（公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

第４９条 附則第３条第１項の規定により出納長又は収入役として在職するも

のとされた者が土地開発公社の役員となる場合については、なお従前の例に

よる。 

   附 則 （平成１９年３月３１日法律第１５号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 （平成２０年５月２１日法律第３６号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成２０年４月１日又はこの法律の公布の日のいずれか

遅い日から施行する。ただし、第２条、次条並びに附則第４条及び第７条の

規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第

４８号）の施行の日から施行する。 

   附 則 （平成２３年５月２５日法律第５３号） 

 この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 

   附 則 （平成２３年６月２２日法律第７０号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、次条の規定

は公布の日から、附則第１７条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成２３年法律

第１０５号）の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行

する。 

   附 則 （平成２３年６月２４日法律第７４号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して２０日を経過した日から施行する。 

   附 則 （平成２３年８月３０日法律第１０５号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 
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 (1) 第１０条（構造改革特別区域法第１８条の改正規定を除く。）、第１２条、

第１４条（地方自治法別表第１公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）

の項及び道路法（昭和２７年法律第１８０号）の項の改正規定に限る。）、

第１６条（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２条及び第１３条

の改正規定を除く。）、第５９条、第６５条（農地法第５７条の改正規定に

限る。）、第７６条、第７９条（特定農山村地域における農林業等の活性化

のための基盤整備の促進に関する法律第１４条の改正規定に限る。）、第

９８条（公営住宅法第６条、第７条及び附則第２項の改正規定を除く。）、

第９９条（道路法第１７条、第１８条、第２４条、第２７条、第４８条の

４から第４８条の７まで及び第９７条の改正規定に限る。）、第１０２条（道

路整備特別措置法第３条、第４条、第８条、第１０条、第１２条、第１４

条及び第１７条の改正規定に限る。）、第１０４条、第１１０条（共同溝の

整備等に関する特別措置法第２６条の改正規定に限る。）、第１１４条、第

１２１条（都市再開発法第１３３条の改正規定に限る。）、第１２５条（公

有地の拡大の推進に関する法律第９条の改正規定に限る。）、第１３１条（大

都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第

１００条の改正規定に限る。）、第１２３条、第１４１条、第１４７条（電

線共同溝の整備等に関する特別措置法第２７条の改正規定に限る。）、第

１４９条（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第１３

条、第２７７条、第２９１条、第２９３条から第２９５条まで及び第

２９８条の改正規定に限る。）、第１５３条、第１５５条（都市再生特別措

置法第４６条、第４６条の２及び第５１条第１項の改正規定に限る。）、第

１５６条（マンションの建替えの円滑化等に関する法律第１０２条の改正

規定に限る。）、第１５９条、第１６０条（地域における多様な需要に応じ

た公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第６条第２項及び第３項の

改正規定、同条第５項の改正規定（「第２項第２号イ」を「第２項第１号イ」

に改める部分に限る。）並びに同条第６項及び第７項の改正規定に限る。）、

第１６２条（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第

２５条の改正規定（同条第７項中「ときは」を「場合において、次条第１

項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第１項の協議会が組

織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されて

いない場合には」を削る部分を除く。）並びに同法第３２条、第３９条及び
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第５４条の改正規定に限る。）、第１６３条、第１６６条、第１６７条、第

１７１条（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第５条の５第２項第５号の

改正規定に限る。）、第１７５条及び第１８６条（ポリ塩化ビフェニル廃棄

物の適正な処理の推進に関する特別措置法第７条第２項第３号の改正規定

に限る。）の規定並びに附則第３３条、第５０条、第７２条第４項、第７３

条、第８７条（地方税法（昭和２５年法律第２６６号）第５８７条の２及

び附則第１１条の改正規定に限る。）、第９１条（租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第３３条、第３４条の３第２項第５号及び第６４条

の改正規定に限る。）、第９２条（高速自動車国道法（昭和３２年法律第

７９号）第２５条の改正規定を除く。）、第９３条、第９５条、第１０１条、

第１１３条、第１１５条及び第１１８条の規定 公布の日から起算して３

月を経過した日 

 (2) 第２条、第１０条（構造改革特別区域法第１８条の改正規定に限る。）、

第１４条（地方自治法第２５２条の１９、第２６０条並びに別表第１騒音

規制法（昭和４３年法律第９８号）の項、都市計画法（昭和４３年法律第

１００号）の項、都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）の項、環境基

本法（平成５年法律第９１号）の項及び密集市街地における防災街区の整

備の促進に関する法律（平成９年法律第４９号）の項並びに別表第２都市

再開発法（昭和４４年法律第３８号）の項、公有地の拡大の推進に関する

法律（昭和４７年法律第６６号）の項、大都市地域における住宅及び住宅

地の供給の促進に関する特別措置法（昭和５０年法律第６７号）の項、密

集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第

４９号）の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律（平成１４

年法律第７８号）の項の改正規定に限る。）、第１７条から第１９条まで、

第２２条（児童福祉法第２１条の５の６、第２１条の５の１５、第２１条

の５の２３、第２４条の９、第２４条の１７、第２４条の２８及び第２４

条の３６の改正規定に限る。）、第２３条から第２７条まで、第２９条から

第３３条まで、第３４条（社会福祉法第６２条、第６５条及び第７１条の

改正規定に限る。）、第３５条、第３７条、第３８条（水道法第４６条、第

４８条の２、第５０条及び第５０条の２の改正規定を除く。）、第３９条、

第４３条（職業能力開発促進法第１９条、第２３条、第２８条及び第３０

条の２の改正規定に限る。）、第５１条（感染症の予防及び感染症の患者に



- 30 - 

 

対する医療に関する法律第６４条の改正規定に限る。）、第５４条（障害者

自立支援法第８８条及び第８９条の改正規定を除く。）、第６５条（農地法

第３条第１項第９号、第４条、第５条及び第５７条の改正規定を除く。）、

第８７条から第９２条まで、第９９条（道路法第２４条の３及び第４８条

の３の改正規定に限る。）、第１０１条（土地区画整理法第７６条の改正規

定に限る。）、第１０２条（道路整備特別措置法第１８条から第２１条まで、

第２７条、第４９条及び第５０条の改正規定に限る。）、第１０３条、第

１０５条（駐車場法第４条の改正規定を除く。）、第１０７条、第１０８条、

第１１５条（首都圏近郊緑地保全法第１５条及び第１７条の改正規定に限

る。）、第１１６条（流通業務市街地の整備に関する法律第３条の２の改正

規定を除く。）、第１１８条（近畿圏の保全区域の整備に関する法律第１６

条及び第１８条の改正規定に限る。）、第１２０条（都市計画法第６条の２、

第７条の２、第８条、第１０条の２から第１２条の２まで、第１２条の４、

第１２条の５、第１２条の１０、第１４条、第２０条、第２３条、第３３

条及び第５８条の２の改正規定を除く。）、第１２１条（都市再開発法第７

条の４から第７条の７まで、第６０条から第６２条まで、第６６条、第

９８条、第９９条の８、第１３９条の３、第１４１条の２及び第１４２条

の改正規定に限る。）、第１２５条（公有地の拡大の推進に関する法律第９

条の改正規定を除く。）、第１２８条（都市緑地法第２０条及び第３９条の

改正規定を除く。）、第１３１条（大都市地域における住宅及び住宅地の供

給の促進に関する特別措置法第７条、第２６条、第６４条、第６７条、第

１０４条及び第１０９条の２の改正規定に限る。）、第１４２条（地方拠点

都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第１８条及

び第２１条から第２３条までの改正規定に限る。）、第１４５条、第１４６

条（被災市街地復興特別措置法第５条及び第７条第３項の改正規定を除

く。）、第１４９条（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法

律第２０条、第２１条、第１９１条、第１９２条、第１９７条、第２３３

条、第２４１条、第２８３条、第３１１条及び第３１８条の改正規定に限

る。）、第１５５条（都市再生特別措置法第５１条第４項の改正規定に限る。）、

第１５６条（マンションの建替えの円滑化等に関する法律第１０２条の改

正規定を除く。）、第１５７条、第１５８条（景観法第５７条の改正規定に

限る。）、第１６０条（地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の
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整備等に関する特別措置法第６条第５項の改正規定（「第２項第２号イ」を

「第２項第１号イ」に改める部分を除く。）並びに同法第１１条及び第１３

条の改正規定に限る。）、第１６２条（高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律第１０条、第１２条、第１３条、第３６条第２項及び

第５６条の改正規定に限る。）、第１６５条（地域における歴史的風致の維

持及び向上に関する法律第２４条及び第２９条の改正規定に限る。）、第１

６９条、第１７１条（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２１条の改正

規定に限る。）、第１７４条、第１７８条、第１８２条（環境基本法第１６

条及び第４０条の２の改正規定に限る。）及び第１８７条（鳥獣の保護及び

狩猟の適正化に関する法律第１５条の改正規定、同法第２８条第９項の改

正規定（「第４条第３項」を「第４条第４項」に改める部分を除く。）、同法

第２９条第４項の改正規定（「第４条第３項」を「第４条第４項」に改める

部分を除く。）並びに同法第３４条及び第３５条の改正規定に限る。）の規

定並びに附則第１３条、第１５条から第２４条まで、第２５条第１項、第

２６条、第２７条第１項から第３項まで、第３０条から第３２条まで、第

３８条、第４４条、第４６条第１項及び第４項、第４７条から第４９条

まで、第５１条から第５３条まで、第５５条、第５８条、第５９条、第

６１条から第６９条まで、第７１条、第７２条第１項から第３項まで、第

７４条から第７６条まで、第７８条、第８０条第１項及び第３項、第８３

条、第８７条（地方税法第５８７条の２及び附則第１１条の改正規定を除

く。）、第８９条、第９０条、第９２条（高速自動車国道法第２５条の改正

規定に限る。）、第１０１条、第１０２条、第１０５条から第１０７条まで、

第１１２条、第１１７条（地域における多様な主体の連携による生物の多

様性の保全のための活動の促進等に関する法律（平成２２年法律第７２号）

第４条第８項の改正規定に限る。）、第１１９条、第１２１条の２並びに第

１２３条第２項の規定 平成２４年４月１日 

（公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

第６１条 第１２５条の規定（公有地の拡大の推進に関する法律第９条の改正

規定を除く。以下この条において同じ。）の施行前に第１２５条の規定による

改正前の公有地の拡大の推進に関する法律第４条第１項の規定によりされた

届出又は同法第５条第１項の規定によりされた申出に係る土地の買取りの協

議については、第１２５条の規定による改正後の公有地の拡大の推進に関す
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る法律第６条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第８１条 この法律（附則第１条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以

下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお

従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対

する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第８２条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過

措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

   附 則 （平成２３年１２月１４日法律第１２３号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して２月を超えない範囲内において政

令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。 

 (1) 附則第６条、第８条、第９条及び第１３条の規定 公布の日 

   附 則 （平成２４年９月５日法律第７４号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政

令で定める日から施行する。 


